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一部改正条例案２件を提出予定です。 

番
号 条 例 案 の 概 要 

１ 長野県環境影響評価条例の一部を改正する条例案  

(1) 事業者が、事業の早期の検討段階においても環境配慮を行うようにす 

るため、計画段階環境配慮書を作成し、住民、知事等に意見を求める手 

続を導入します。 

(2) 環境保全措置の実効性の一層の確保を図るため、事後調査計画書の作 

成及び公表、事後調査報告書に対する意見聴取等の手続を導入します。 

(3) 従来、想定していなかった事業などによる大規模な開発に対応するた 

め、対象事業に電気工作物の建設等を加えます。 

（公布の日から起算して３月を経過した日（(1)は、平成 28 年 10月１日） 

から施行） 

   

２ 長野県都市公園条例の一部を改正する条例案 

県都市公園利用者の安全・安心を確保するため、危険・迷惑行為等を禁止

行為に加えます。 

（平成 27年 11月１日から施行） 
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